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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成23年2月17日(2011.2.17)

【公開番号】特開2008-211778(P2008-211778A)
【公開日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2008-15680(P2008-15680)
【国際特許分類】
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   Ｈ０３Ｂ  17/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｑ  13/08     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０３Ｂ  17/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月17日(2010.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の周波数帯域で動作するアンテナ素子であり、
共振部と、半導体部と、アンテナ部とを有し、
前記共振部は、第1導体部と、誘電体部と、前記誘電体部を介して前記第1導体部と対向し
て配置される当該アンテナ素子の各部に対して基準の電位を規定するための第2導体部と
を含み、
前記半導体部は、前記第1導体部と前記第2導体部に挟まれて配置されており、
前記アンテナ部は、前記第2導体部を接地導体とし、立体状且つ少なくとも表面が導電性
であり、前記第1導体部上に配置される、
ことを特徴とするアンテナ素子。
【請求項２】
前記第1導体部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の実効的な最長波長をλとして、λ
／2の長さを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ素子。
【請求項３】
前記アンテナ部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の電磁界の節となる位置に配置され
る、
ことを特徴とする請求項1または2に記載のアンテナ素子。
【請求項４】
前記第1導体部上の前記アンテナ部の配置位置は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の電
磁界の節となる位置からずらすことによって当該アンテナ素子内を伝播する電磁波の位相
状態を変化させられる様に、可変である、
ことを特徴とする請求項1または2に記載のアンテナ素子。
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【請求項５】
前記アンテナ部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の実効的な最長波長をλとして、λ
／4からλの長さを有する、
ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のアンテナ素子。
【請求項６】
前記アンテナ部を前記第1導体部上に保持する保持部を更に有している、
ことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のアンテナ素子。
【請求項７】
前記保持部は、当該アンテナ素子を伝播する電磁波の伝播方向における前記アンテナ部の
配置位置を可変とできる様に前記第1導体部の長手方向に移動可能である、
ことを特徴とする請求項6に記載のアンテナ素子。
【請求項８】
前記半導体部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波に対し、利得を有している、
ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載のアンテナ素子。
【請求項９】
前記半導体部は、光照射により伝導性を示す光伝導膜である、
ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載のアンテナ素子。
【請求項１０】
前記所定の周波数帯域は、30GHzから30THzの範囲内にある、
ことを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載のアンテナ素子。
【請求項１１】
テラヘルツ波発振素子であって、
波長λのテラヘルツ波に対する利得を有する利得部と、
前記利得部と接する誘電体と、
前記誘電体と接し、且つ略λ／2の長さの線路形状を有する第1の導体部と、
前記誘電体と接し、前記誘電体を介して前記第1の導体部と対向して配置され、且つ平板
形状を有する第2の導体部と、
前記第1の導体部と接し、且つ導体を含み構成される高さ略λ／4以上略λ以下の構造物と
、を備え、
前記誘電体と前記第1の導体部と前記第2の導体部とにより構成されるマイクロストリップ
ラインは、前記利得部で発生されたテラヘルツ波を伝播させるように構成され、
前記構造物は、発振における位相条件を満たす前記第1の導体部の位置に設けられる、
ことを特徴とするテラヘルツ波発振素子。
【請求項１２】
前記構造物の前記第１の導体部における前記利得部からの距離が、該構造物のインピーダ
ンスに応じて調整されることにより、前記発振における位相条件が満たされる、
ことを特徴とする請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子。
【請求項１３】
前記構造物は、誘電体から成る球と、該球の表面を覆う金属とから構成され、
前記距離は、前記誘電体の面内方向に略λ／4である、
ことを特徴とする請求項12に記載のテラヘルツ波発振素子。
【請求項１４】
前記利得部は、共鳴トンネルダイオードであり、
前記構造物は、シリコン球と、該シリコン球の表面を覆う金属とから構成され、
前記距離は、前記誘電体の面内方向に略λ／4である、
ことを特徴とする請求項12に記載のテラヘルツ波発振素子。
【請求項１５】
前記マイクロストリップラインは、該マイクロストリップラインの両端で反射された前記
テラヘルツ波を共振させるように構成される、
ことを特徴とする請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子。
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【請求項１６】
請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子を設置可能に構成される装置であって、
前記第1の導体部と前記第2の導体部とに電圧を印加するためのバイアス回路を備え、
前記バイアス回路の前記利得部からの距離は、前記誘電体の面内方向に略λ／4である、
ことを特徴とする装置。
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